
令和５年第１回御坊広域行政事務組合議会定例会 

 

１ 日  時  令和５年２月２７日（月）午前１０時開議 

 

２ 場  所  御坊広域清掃センター会議室 

 

３ 付議事件   

  

（１）御坊広域行政事務組合議会副議長の選挙について 

 

（２）御坊広域行政事務組合個人情報保護法施行条例 

  （内容） 

   ・デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第３７号）

による個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の一部改正に伴い、同法に

おいて個人情報保護制度の全国共通ルールが規定され、地方公共団体においても同法の規定

が適用されることから、法の施行に関して必要な事項等を定める条例を制定するもの  

（施行日：令和５年４月１日） 

 

（３）御坊広域行政事務組合個人情報保護審査会条例 

  （内容） 

   ・デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第３７号）

による個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の一部改正及び御坊広域行

政事務組合個人情報保護法施行条例の制定を踏まえ、個人情報保護制度の適正かつ公正な運

営の確保のため、個人情報保護審査会の設置、組織及び運営に関して必要な事項等を定める

条例を制定するもの （施行日：令和５年４月１日） 

 

（４）御坊広域行政事務組合議会の個人情報保護に関する条例 

  （内容） 

   ・議員提案により、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３

年法律第３７号）による個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の一部改

正及び御坊広域行政事務組合個人情報保護法施行条例において適用除外となっている議会に

おける、個人情報の適正な取扱いに関する事項等を定める条例を制定するもの 

（施行日：令和５年４月１日） 

 

 

 



（５）令和５年度御坊広域行政事務組合一般会計予算 

 ◎ 予算総額 ２，５９３，１３８千円 

       〔前年度比（４２１，８９２千円）の減〕 

  【主な事業内容】 

  〈ごみ処理関係〉 

   〇塵芥処理費 

    ・ ごみ処理施設消耗品費               ２７，６６６千円 

    ・    〃  光熱水費              １００，５４４千円 

    ・ 不燃物ごみ運搬処分                ５０，１６０千円 

    ・ 焼却設備年次整備点検               ８４，９５９千円 

    ・ ごみ焼却運転管理一部委託             ５９，４００千円 

・ 廃プラリサイクル業務               ２５，１４３千円 

     

 

   〇マテリアルリサイクル推進施設整備及びごみ焼却施設基幹的設備改良事業費 

・ マテリアルリサイクル推進施設整備及び    

      ごみ焼却施設基幹的設備改良工事施工監理業務    １７，０３７千円 

・ マテリアルリサイクル推進施設整備及び    

      ごみ焼却施設基幹的設備改良工事       １，０８２，８１７千円 

 

  〈し尿処理関係〉 

   〇し尿処理費 

    ・ し尿処理施設消耗品費               ４０，８８８千円 

    ・    〃  光熱水費               ４５，２１６千円 

・ 酸素溶解用循環ポンプ整備点検           １２，６０６千円 

・ 脱水機等整備点検                 １０，０３２千円 



〇汚泥再生処理センター建設事業費 

・ 汚泥再生処理センター建設工事          ４１６，８３０千円 

 

〈その他〉 

〇公債費 

・ 組合債元利償還金                 ４５，４２４千円 

 


